
第１０回特別部会（令和２年１月諮問分）議事録 

 

令和３年３月２６日（金）午前９時３０分～ 

行政庁舎１１階 第２会議室 

●委員 

白石雅一部会長，岡本浩行委員，小野寺宏一委員，金澤孝司委員，小泉祥一委員， 

千葉宗久委員  

○事務局 

                                          

 

○北條副班長 

 岡本委員ですが，都合により３０分ほど遅れるとのことでした。 

 本日は御多用のところ御出席いただきまして，誠にありがとうございます。只今から，宮

城県いじめ防止対策調査委員会第１０回特別部会令和２年１月諮問分を開会いたします。

私は，司会をいたしますスポーツ健康課北條です。よろしくお願いいたします。 

 開会に当たり，白石部会長が挨拶を申し上げます。 

●白石部会長 

 おはようございます。本日は，コロナの状況が大変厳しい中，御出席賜りまして，ありが

とうございます。本日は，これまで実施してまいりました各種聴き取り調査を踏まえまして，

事実認定を進めてまいりたいと思っておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。そ

して，それに先立ちまして，委員の皆様にはいろんな御準備をしていただきました。御礼を

申し上げたいと思います。それでは，どうぞよろしくお願いいたします。 

○北條副班長 

 ありがとうございました。ここからの進行は，白石部会長にお願いいたします。よろしく

お願いします。 

●白石部会長 

 では，この後の部会の公開，非公開について，確認したいと思いますので，事務局の方か

ら，御説明お願いいたします。 

○北條副班長 

 情報公開条例第１９条では，審議会等は公開で行うことが原則となっておりますが，第８

条により，非公開情報が含まれる事項について審議する場合，公開することによって公正か

つ円滑な審議に支障が生ずる場合，当該会議の構成員の３分の２以上の多数の決定により，

一部公開または非公開とすることができることとされています。 

●白石部会長 

 只今，事務局から御説明がありましたように，２の審議については，非公開情報が含まれ

ておりますので，非公開といたしますことで，よろしいでしょうか。 



●全委員 

 よろしいです。 

●白石部会長 

 では，異議なしということで，審議につきましては非公開とします。なお，この部会が終

了後２０分後に，報道機関に関しましては，私とスポーツ健康課長が同席いたしまして会見

を開きたいと思いますので，よろしくお願いいたします。それでは，暫時休憩にいたしたい

と思います。 

 

※以下，非公開 

 

２ 審議 

（１）調査について 

（２）今後の会議の進め方について 

（３）その他 

 

３ その他 

 

４ 閉会 


